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公布された法令のあらまし 

 
職員の給与に関する規則及び公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則（人事委員会規

則第５号） 

 職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定に伴い、所要の改正を行うこととした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

 職員の給与に関する規則及び公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成24年12月５日 

                                   兵庫県人事委員会      

委員長 青 山 善 敬  

兵庫県人事委員会規則第５号 

職員の給与に関する規則及び公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 （職員の給与に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

  第22条の３第１項中「第16条の５第１項第１号」を「第16条の５第１項」に改め、同項第２号中「配偶者

（」を「職員の扶養親族たる者（条例第15条に規定する扶養親族で条例第16条の規定による届出がなされて

いる者に限る。以下同じ。）が所有する住宅及び職員の配偶者（」に改め、「（条例第15条に規定する扶養親族

で条例第16条の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。）」及び「及び次項第２号に掲げる住宅」

を削り、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「実情、住宅の所有関係等」を「実情」に、「額、

住宅の所有関係等」を「額等」に改め、同項を同条第２項とし、同条第６項を同条第３項とし、同条第７項

を同条第４項とし、同条第８項中「第５項」を「第２項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第９項ただ

し書中「第５項」を「第２項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第10項中「とき、又は職員が条例第16

条の５第２項第２号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は

購入がなされた日から起算して５年を経過したときは、それぞれの」を「ときは、その」に改め、「又は５年

を経過した日」を削り、「それらの」を「その」に改め、同項を同条第７項とし、同条第11項を同条第８項と

し、同条第12項を同条第９項とする。 

  第27条第１項中「及び橋等」を削る。 

  第30条の３第１項中「に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等」を「に掲げる普通交通機関等又

は新幹線鉄道等」に改め、同項各号中「における普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等」を「における普

通交通機関等又は新幹線鉄道等」に改め、同条第２項中「普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等」を「普

通交通機関等又は新幹線鉄道等」に改める。 

  附則第９項中「平成６年４月１日以降」を「平成６年４月１日から平成25年３月31日までの間」に改め、
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「、当分の間」を削る。 

  附則第17項中「附則第28項」の右に「（条例附則第49項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を

加える。 

  附則に次の２項を加える。 

 （通勤手当の特例） 

 26 条例附則第50項の規定により条例第17条第２項第３号（職員の給与等に関する条例等の一部を改正する

条例（平成８年兵庫県条例第35号）附則第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定を読

み替えて適用する場合における第28条の３第１号（職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則（平

成８年兵庫県人事委員会規則第８号）附則第16項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。）

の規定の適用については、同号中「4,000円」とあるのは、「20,000円」とする。 

 （期末手当及び勤勉手当の特例） 

 27 条例附則第53項の規定の適用により、条例附則第27項に規定する役職加算割合から一定の割合を減じ 

て得た割合に100分の0.1未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。 

 （公立学校教育職員等の給与に関する規則の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第21条の３第１項中「第18条の４第１項第１号」を「第18条の４第１項」に改め、同項第２号中「配偶者

（」を「職員の扶養親族たる者（条例第17条に規定する扶養親族で条例第18条の規定による届出がなされて

いる者に限る。以下同じ。）が所有する住宅及び職員の配偶者（」に改め、「（条例第17条に規定する扶養親族

で条例第18条の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。）」及び「及び次項第２号に掲げる住宅」

を削り、同条第２項から第４項までを削り、同条第５項中「実情、住宅の所有関係等」を「実情」に、「額、

住宅の所有関係等」を「額等」に改め、同項を同条第２項とし、同条第６項を同条第３項とし、同条第７項

を同条第４項とし、同条第８項中「第５項」を「第２項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第９項ただ

し書中「第５項」を「第２項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第10項中「とき、又は職員が条例第18

条の４第２項第２号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は

購入がなされた日から起算して５年を経過したときは、それぞれ」を「ときは、」に改め、「又は５年を経過

した日」を削り、「それらの」を「その」に改め、同項を同条第７項とし、同条第11項を同条第８項とし、同

条第12項を同条第９項とし、同条第13項を同条第10項とする。 

  第26条第１項中「及び橋等」を削る。 

  第29条の３第１項中「に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等」を「に掲げる普通交通機関等又

は新幹線鉄道等」に改め、同項各号中「における普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等」を「における普

通交通機関等又は新幹線鉄道等」に改め、同条第２項中「普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等」を「普

通交通機関等又は新幹線鉄道等」に改める。 

  附則第７項中「平成６年４月１日以降」を「平成６年４月１日から平成25年３月31日までの間」に改め、

「、当分の間」を削る。 

  附則第16項中「附則第27項」の右に「（条例附則第45項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を

加える。 

  附則に次の２項を加える。 

  （通勤手当の特例） 

 25 条例附則第46項の規定により条例第19条第２項第３号（公立学校教育職員等の給与に関する条例等の一

部を改正する条例（平成８年兵庫県条例第36号）附則第14項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定を読み替えて適用する場合における第27条の３第１号（公立学校教育職員等の給与に関する規則等

の一部を改正する規則（平成８年兵庫県人事委員会規則第９号）附則第21項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。以下同じ。）の規定の適用については、同号中「4,000円」とあるのは、「20,000円」とす

る。 

  （期末手当及び勤勉手当の特例） 

 26 条例附則第49項の規定の適用により、条例附則第26項に規定する役職加算割合から一定の割合を減じて

得た割合に100分の0.1未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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 (1) 第１条中職員の給与に関する規則（以下「給与規則」という。）第27条、第30条の３及び附則第17項の改

正規定並びに給与規則附則に２項を加える改正規定（給与規則附則第26項に係る部分に限る。）並びに第２

条中公立学校教育職員等の給与に関する規則（以下「教育職員規則」という。）第26条、第29条の３及び附

則第16項の改正規定並びに教育職員規則附則に２項を加える改正規定（教育職員規則附則第25項に係る部

分に限る。） 平成25年１月１日 

 (2) 第１条中給与規則第22条の３の改正規定及び第２条中教育職員規則第21条の３の改正規定 平成25年４

月１日 
 

人 事 委 員 会 告 示 

 

 職員の給与に関する実施規程及び公立学校教育職員等の給与に関する実施規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

  平成24年12月５日 

                                   兵庫県人事委員会       

                                     委員長 青 山 善 敬  

兵庫県人事委員会告示第７号 

   職員の給与に関する実施規程及び公立学校教育職員等の給与に関する実施規程の一部を改正す

る規程 

 （職員の給与に関する実施規程の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する実施規程（昭和35年兵庫県人事委員会告示第３号）の一部を次のように改正する。 

  第13条の４第２項各号を次のように改める。 

  (1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約（以下「所有権留保契約」という。）に

より購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転（以下「譲渡担保のための

移転」という。）をしている住宅 

  (2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入し

た住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅 

  (3) 職員と同居しているその配偶者（職員、公立学校教育職員等の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人

事委員会規則第13号）第２条第１号に規定する職員又は市町村立学校県費負担事務職員等の給与に関す

る条例（昭和35年兵庫県条例第46号）第１条に規定する職員に限る。）の扶養親族たる者が所有する住宅、

所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅 

  第13条の４第３項から第５項までを削り、同条第６項中「第22条の３第５項」を「第22条の３第２項」に

改め、同項を同条第３項とし、同条第７項を同条第４項とし、同条第８項中「すでに」を「既に」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第９項中「第22条の３第８項」を「第22条の３第５項」に改め、同項を同条第

６項とする。 

  第20条の３中「規則第22条の３第２項各号に」を「次に」に改め、同条に次の各号を加える。 

  (1) 職員又は配偶者が所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅 

  (2) 職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保

のための移転をしている住宅 

  附則に次の１項を加える。 

  （通勤手当の特例） 

 ３ 条例附則第50項に規定する人事委員会規則で定める日までの間における第16条第１項に規定する通勤届

に係る様式については、別紙様式第８中 

  「 

 
｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円55,000 円 超

63,000 円 以

下の場合 改
正 

｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円

支給額（１箇月当たり

の運賃等相当額の合計

額又は１箇月当たりの

運賃等相当額と自動車

等 の 額 の 合 計 額 が

55,000円を超える場

合） 63,000円超の場合 59,000円×［  箇月］＝      円

                             」 

  とあるのは、 
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  「 

 
｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円

支給額（１箇月当たり

の運賃等相当額の合計

額又は１箇月当たりの

運賃等相当額と自動車

等 の 額 の 合 計 額 が

55,000円を超える場

合） 

55,000 円 超

63,000 円 以

下（自動車等

を使用して

橋等を利用

する場合は、

95,000 円 以

下）の場合 

改
正 

｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円

 

63,000円超（自動車

等を使用して橋等

を利用する場合は、

95,000円超）の場合 

59,000円（自動車等を使用して橋等を利用す

る場合は、75,000円） 

×［  箇月］＝      円

                             」 

  とする。 

  別紙様式第11を次のように改める。 
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 別紙様式第11（第13条の４関係） 

 

 （公立学校教育職員等の給与に関する実施規程の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する実施規程（昭和35年兵庫県人事委員会告示第９号）の一部を次の

ように改正する。 

  第13条の４第２項各号を次のように改める。 

  (1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約（以下「所有権留保契約」という。）に

より購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転（以下「譲渡担保のための
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移転」という。）をしている住宅 

  (2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入し

た住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅 

  (3) 職員と同居しているその配偶者（職員、職員の給与に関する規則（昭和35年兵庫県人事委員会規則第

12号）第２条第１号に規定する職員又は市町村立学校県費負担事務職員等の給与に関する条例（昭和35

年兵庫県人事委員会規則第46号）第１条に規定する職員である者に限る。）の扶養親族たる者が所有する

住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅 

  第13条の４第３項から第５項までを削り、同条第６項中「第21条の３第５項」を「第21条の３第２項」に

改め、同項を同条第３項とし、同条第７項を同条第４項とし、同条第８項中「すでに」を「既に」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第９項中「第21条の３第８項」を「第21条の３第５項」に改め、同項を同条第

６項とする。 

  第20条の３中「規則第21条の３第２項各号に」を「次に」に改め、同条に次の各号を加える。 

  (1) 職員又は配偶者が所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅 

  (2) 職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保

のための移転をしている住宅 

  附則に次の１項を加える。 

  （通勤手当の特例） 

 ４ 条例附則第46項に規定する人事委員会規則で定める日までの間における第16条第１項に規定する通勤届

に係る様式については、別紙様式第７中 

  「 

 
｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円55,000 円 超

63,000 円 以

下の場合 改
正 

｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円

支給額（１箇月当たり

の運賃等相当額の合計

額又は１箇月当たりの

運賃等相当額と自動車

等 の 額 の 合 計 額 が

55,000円を超える場

合） 63,000円超の場合 59,000円×［  箇月］＝      円

                             」 

  とあるのは、 

  「 

 
｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円

55,000 円 超

63,000 円 以

下（自動車等

を使用して

橋等を利用

する場合は、

95,000 円 以

下）の場合 

改
正 

｛55,000＋(55,000円を超える部分×１／２)｝  円

×［  箇月］＝      円

支給額（１箇月当たり

の運賃等相当額の合計

額又は１箇月当たりの

運賃等相当額と自動車

等 の 額 の 合 計 額 が

55,000円を超える場

合） 
63,000円超（自動車

等を使用して橋等

を利用する場合は、

95,000円超）の場合 

59,000円（自動車等を使用して橋等を利用す

る場合は、75,000円） 

×［  箇月］＝      円

                             」 

  とする。 

  別紙様式第10を次のように改める。 
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 別紙様式第10（第13条の４関係） 

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成25年４月１日から施行する。ただし、第１条中職員の給与に関する実施規程（以下「給

与規程」という。）附則に１項を加える改正規定及び第２条中公立学校教育職員等の給与に関する実施規程（以

下「教育職員規程」という。）附則に１項を加える改正規定は、同年１月１日から施行する。 

 （経過規定） 
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２ 第１条の規定による改正後の給与規程第13条の４第３項及び第２条の規定による改正後の教育職員規程第

13条の４第３項の住居届の様式については、当分の間、従前の様式によることができる。 
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